
  ○常総衛生組合規約 

昭和３７年４月２０日 

３７地指令第１１６号 

 

改正 昭和４４年 ９ 月１９日 地指令第３６９号  昭和４６年 ２ 月２３日 地指令第 ８９ 号 

昭和４７年１０月２３日 地指令第６０２号  昭和５０年 ６ 月１２日 地指令第６１２号 

   昭和５７年１２月２７日 地指令第８７１号  昭和６０年 ３ 月２０日 地指令第１０１号 

   昭和６０年 ９ 月１７日 地指令第８８１号  昭和６２年 ２ 月１６日 地指令第 ８ 号 

   平成１４年 １ 月２２日 地指令第 ２ 号   平成１７年 ３ 月１８日 市町村指令第２５号 

   平成１７年１０月２４日 市町村指令第７３号 平成１７年１２月２６日 市町村指令第８１号 

平成１９年 ３ 月１３日 市町村指令第３４号 

 

   第１章 総 則 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は，常総衛生組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は，次の市（以下「関係市」という。）をもって組織する。 

常総市 守谷市 坂東市 つくばみらい市 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は，次の事務を共同で処理する。 

(1) し尿処理施設の設置及びその管理に関する事務 

 (2) し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬に関する事務 

 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条に基づく一

般廃棄物処理業（し尿）の許可に関する事務 

 (4) 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条に基づく浄化槽清掃業の許可に関する

事務 

２ 前項第２号から第４号までに掲げる事務のうち，坂東市に係るものについては，旧岩井

市の区域（平成１７年３月２１日現在の岩井市の区域をいう。）を対象とし，常総市に係

るものについては，旧水海道市の区域（平成１７年１２月３１日現在の水海道市の区域を

いう。）を対象とする。 

 （組合事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は，つくばみらい市小絹１，４５０番地に置く。 

   第２章 組合の議会 



 （議会の組織及び議員の選挙） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は，８人とする。 

２ 組合議員は，関係市の議会において議員のうちから次の区分により選挙された者をもっ

て充てる。 

  常総市   ２人     守谷市       ２人 

  坂東市   ２人     つくばみらい市   ２人 

 （組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は，関係市の議会の議員の任期とする。 

２ 組合議員は，市議会議員の職を失ったときは，その資格を失う。 

３ 組合議員に欠員を生じたときは，直ちにその議員の属する市において補欠の組合議員を

選挙しなければならない。 

４ 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （議長及び副議長） 

第６条の２ 組合の議会は，組合議員のうちから議長及び副議長各１人を選挙する。 

２ 議長及び副議長の任期は，組合議員の任期とする。 

   第３章 組合の執行機関 

 （執行機関の組織） 

第７条 組合に，管理者１人及び副管理者３人を置く。 

２ 管理者及び副管理者は，関係市の長をもって充てる。 

 （執行機関の選任） 

第８条 管理者は，関係市の長の互選とし，副管理者は，管理者以外の市の長をもって充て

る。 

 （執行機関の任期） 

第９条 管理者及び副管理者の任期は，関係市の長の任期とする。 

 （執行機関の職務） 

第９条の２ 管理者は，組合を代表し，組合の事務を総理する。 

２ 副管理者は，管理者を補佐し，管理者に事故があるとき又は管理者が欠けた場合に，管

理者があらかじめ定める順序に従い，その職務を代理する。 

 （管理者会） 

第９条の３ 組合に，管理者会を置く。 

２ 管理者会は，管理者及び副管理者をもって構成する。 

 （会計管理者） 

第９条の４ 組合に，会計管理者１人を置く。 

２ 会計管理者は，管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。 



３ 会計管理者は，組合の出納その他の会計事務をつかさどる。 

 （職員） 

第９条の５ 組合に，職員を置き，その定数は，条例で定める。 

２ 職員は，管理者が任免する。 

 （監査委員） 

第１０条 組合に，監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は，管理者が，組合の議会の同意を得て，知識経験を有する者及び組合議員の

うちから各１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は，知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし，

組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。 

   第４章 組合の経費その他 

 （組合の経費の支弁の方法） 

第１１条 組合の経費は，関係市の負担金，使用料，手数料その他の収入をもって充てる。 

２ 関係市の負担金の割合は，組合の議会で定める。 

３ 前項の負担金は，管理者の指定する期日までに会計管理者に納入しなければならない。 

 （雑則） 

第１２条 この規約の施行に関し必要な事項は，管理者が定める。 

   附 則 

この規約は，地方自治法第２８４条第１項の規定による茨城県知事の許可があった日か

ら施行する。 

   附 則（昭和４４年地指令第３６９号） 

 この規約は，地方自治法第２８６条第１項の規定による茨城県知事の許可があった日か

ら施行する。 

   附 則（昭和４６年地指令第８９号） 

１ この規約は，地方自治法第２８６条第１項の規定による茨城県知事の許可があった日

から施行する。だたし，改正後の常総衛生組合規約第１１条第２項第１号の規定は昭和

４５年４月１日から適用し，同条同項第２号の規定は昭和４６年４月１日から施行す

る。 

２ 昭和４５年度における施設の増築に要する分賦金は，改正前の常総衛生組合規約第１１

条に定める割合により納付するものとする。 

   附 則（昭和４７年地指令第６０２号） 

 この規約は，地方自治法第２８６条第１項の規定による茨城県知事の許可があった日か

ら施行し，第６条の議員の任期，第９条の執行機関の任期及び第１０条第３項の監査委員

の任期の規定は，許可があった日にそれぞれ在職する者から適用する。 



   附 則（昭和５０年地指令第６１２号） 

 この規約は，地方自治法第２８６条第１項の規定による茨城県知事の許可があった日か

ら施行し，昭和５０年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５７年地指令第８７１号） 

 この規約は，茨城県知事の許可があった日から施行する。 

   附 則（昭和６０年地指令第１０１号） 

 この規約は，昭和６０年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和６０年指令第８８１号） 

 この規約は，茨城県知事の許可があった日から施行し，この規約による改正後の常総衛

生組合規約の規定は，昭和６０年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和６２年地指令第８号） 

 この規約は，昭和６２年４月１日から施行する。ただし，改正前の常総衛生組合規約第５

条第２項の規定により関係市町村の議会において選出された組合議員にあっては，改正後の

常総衛生組合規約第５条第２項の組合議員とする。 

   附 則（平成１４年地指令第２号） 

 この規約は，平成１４年２月２日から施行する。 

   附 則（平成１７年市町村指令第２５号） 

 この規約は，平成１７年３月２２日から施行する。 

   附 則（平成１７年市町村指令第７３号） 

 この規約は，平成１８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１７年市町村指令第８１号） 

 この規約は，平成１８年３月２７日から施行する。 

   附 則（平成１９年市町村指令第３４号） 

１ この規約は，平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の際現に在職する収入役は，その在任中に限り，なお従前の例により在

職するものとする。 

３ 前項の場合においては，この規約による改正後の規約第７条，第９条の４及び第１１条

第３項の規定は適用せず，この規約による改正前の規約第７条，第８条第２項及び第１１

条第３項の規定は，なおその効力を有する。 


